
3.　6.　1
※市外局番は書いてあるものを除きすべて
042です。

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
催しなどが中止・延期になる場合があります。 3

国

民

年

金

の 

加

入

手

続

き

　
日
本
に
住
ん
で
い
る
２０
歳
以

上
６０
歳
未
満
の
す
べ
て
の
方
は
、

国
民
年
金
に
加
入
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　
加
入
者
は
、
職
業
な
ど
に

よ
っ
て
３
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分

か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
加
入
手

続
き
が
異
な
り
ま
す
。

◎
第
１
号
被
保
険
者

　
自
営
業
者
、
学
生
、
農
業
な
ど

に
従
事
し
て
い
る
方
は
、
国
民
年

金
へ
の
加
入
手
続
き
を
保
険
年
金

課
ま
た
は
年
金
事
務
所
の
窓
口
で

行
い
ま
す
。
国
民
年
金
の
保
険
料

は
自
分
で
納
め
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

◎
第
２
号
被
保
険
者

　
会
社
員
や
公
務
員
な
ど
、
厚
生

年
金
保
険
等
へ
加
入
し
て
い
る
人

は
、
手
続
き
は
勤
務
先
で
行
っ
て

い
ま
す
。
国
民
年
金
の
保
険
料
を

直
接
納
め
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
、
厚
生
年
金
や
共
済
年
金

が
加
入
者
に
代
わ
っ
て
国
民
年
金

に
必
要
な
費
用
を
負
担
し
て
い
る

た
め
で
す
。

◎
第
３
号
被
保
険
者

　
第
２
号
被
保
険
者
に
扶
養
さ

れ
て
い
る
配
偶
者
の
方
は
、
第

３
号
被
保
険
者
と
い
い
、
加
入

手
続
き
は
第
２
号
被
保
険
者
の

勤
務
先
を
経
由
し
て
行
い
ま
す
。

国
民
年
金
の
保
険
料
を
直
接
納

め
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
な
お
、
第
１
号
被
保
険
者
に

扶
養
さ
れ
て
い
る
配
偶
者
お
よ

び
厚
生
年
金
に
加
入
し
て
い
る

６５
歳
以
上
の
受
給
者
に
扶
養
さ

れ
て
い
る
配
偶
者
は
第
３
号
被

保
険
者
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
保

険
料
は
自
分
で
納
め
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
武
蔵
野
年
金
事
務

所
☎
０
４
２
２
・
５
６
・
１
４

１
１
へ
。

　
次
の
①
・
②
の
い
ず
れ
か
の
方

法
に
よ
り
、
受
け
取
り
日
時
を
予

約
し
て
く
だ
さ
い
。

①
専
用
予
約
サ
イ
ト
（
右
下
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
）

　
【
受
付
時
間
】２４
時
間
対
応

②
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
☎
０
１
２

０
・
０
１
７
８
・
３
３

　
【
受
付
時
間
】午
前
８
時
半
〜
午

後
５
時
（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日

と
１２
月
２９
日
〜
翌
年
１
月
３
日
を

除
く
）

《
①
・
②
共
通
事
項
》

　
予
約
時
に
は
、
市
か
ら
送
付
し

て
い
る
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付

通
知
書
」
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

　
※
当
面
の
間
は
、
窓
口
で
も
交

付
の
受
け
付
け
を
行
い
ま
す
が
、

予
約
な
し
で
来
庁
さ
れ
た
方
に
つ

い
て
は
、
後
日
郵
送
で
の
交
付
と

な
り
ま
す
。
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承

く
だ
さ
い
。

　
【
交
付
の
受
付
時
間
】午
前
８
時

半
〜
１１
時
、
午
後
１
時
〜
４
時
）

６
月
６
日
の
日
曜
窓
口

　
日
曜
窓
口
で
交
付
受
け
付
け
を

行
い
ま
す
。た
だ
し
、当
日
は
本
人

確
認
と
必
要
書
類
の
記
入
の
み
で
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
け
取

り
は
後
日
郵
送
と
な
り
ま
す
。

　
【
日
時
】６
月
６
日
（
日
）
午
前

９
時
〜
午
後
１
時

　
【
場
所
】市
民
課（
市
役
所
１
階
）

　
【
ご
注
意
】交
付
通
知
書
に
同
封

し
て
い
る
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
お
受
け
取
り
に
関
す
る
ご
案

内
」
で
持
ち
物
を
確
認
の
上
、
ご

来
庁
く
だ
さ
い
。

　
当
日
直
接
会
場
へ
。

　
詳
し
く
は
市
民
課
住
民
記
録
係

☎
４
７
０
・
７
７
２
２
へ
。

　
教
育
委
員
会
で
は
、
来
春
小
・

中
学
校
へ
入
学
す
る
お
子
さ
ん
の

心
身
の
状
態
や
発
育
な
ど
で
、
悩

み
や
不
安
な
ど
を
感
じ
て
い
る
保

護
者
を
対
象
に
就
学
相
談
を
受
け

付
け
て
い
ま
す
。
一
人
ひ
と
り
の

お
子
さ
ん
が
将
来
に
向
け
て
可
能

性
を
最
大
限
に
伸
ば
す
た
め
に
適

切
な
学
校
教
育
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
、
就
学
相
談
員
が

相
談
・
情
報
提
供
を
行
っ
て
い
ま

す
。

　
【
受
付
日
時
】６
月
１４
日
（
月
）

か
ら
。
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

　
【
受
付・相
談
場
所
】指
導
室（
市

役
所
６
階
。
電
話
受
け
付
け
可
）

　
【
相
談
内
容
】子
ど
も
の
発
達
や

日
常
の
様
子
、
就
学
に
つ
い
て

　
詳
し
く
は
同
室
特
別
支
援
教
育

係
就
学
相
談
員
☎
４
７
０
・
８
０

３
２
へ
。

　
市
で
は
、
子
育
て
中
の
方
や
妊

婦
の
方
が
、
主
に
保
育
に
関
す
る

施
設
や
地
域
の
子
育
て
支
援
事
業

の
中
か
ら
、
必
要
な
支
援
を
選
択

し
て
円
滑
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
、

窓
口
で
利
用
者
支
援
員
が
情
報
提

供・相
談・助
言
な
ど
を
行
う
「
利

用
者
支
援
事
業
」
を
実
施
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
保
育
施
設
へ
の
入

所
や
市
内
の
保
育
サ
ー
ビ
ス
に
つ

い
て
、
利
用
者
支
援
員
か
ら
ご
案

内
す
る
「
利
用
者
支
援
員
相
談
」

を
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご

利
用
く
だ
さ
い
。
利
用
に
当
た
っ

て
は
、
事
前
に
相
談
日
時
を
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
子
育
て
支
援
課
子
ど

も
政
策
担
当
（
利
用
者
支
援
員
）

☎
４
７
０
・
７
７
４
０
へ
。

学
校
栄
養
士

（
会
計
年
度
任
用
職
員
ア
シ
ス
タ

ン
ト
職
）

　
教
育
委
員
会
で
は
、
学
校
給
食

を
管
理
す
る
栄
養
士
を
募
集
し
ま

す
。（
登
録
制
）。

①
中
学
校
栄
養
士

　
【
任
用
期
間
】任
用
日
〜
４
年
３

月
３１
日

　
【
勤
務
時
間
】週
５
日
。
午
前
８

時
半
〜
午
後
５
時
（
昼
休
憩
６０
分

含
む
）

　
【
勤
務
場
所
】学
務
課
（
市
役
所

６
階
）

　
【
勤
務
内
容
】中
学
校
給
食
の
給

食
管
理
な
ど

　
【
応
募
資
格
】栄
養
士
免
許
、
普

通
自
動
車
運
転
免
許
を
有
す
る
者

学
童
保
育
所
の
夏
季

短
期
職
員（
学
生
可
）

（
会
計
年
度
任
用
職
員
ア
シ
ス
タ

ン
ト
職
）

　
【
任
用
期
間
】市
立
小
学
校
の
夏

季
休
業
期
間
中
（
７
・
８
月
）

　
【
勤
務
時
間
】月
曜
〜
土
曜
日

（
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）、
月

７５
時
間
程
度
（
変
則
勤
務
有
り
）。

平
日
午
前
８
時
１５
分
〜
午
後
６
時
、

土
曜
日
午
前
８
時
１５
分
〜
午
後
４

時
１５
分
の
う
ち
４
〜
７
時
間
の
シ

フ
ト
勤
務

　
【
勤
務
内
容
】学
童
保
育
所
に
お

け
る
児
童
の
育
成
支
援
補
助

　
【
募
集
人
数
】２０
人
程
度

　
【
報
酬
な
ど
】時
給
１
０
７
０
円

（
別
途
、
交
通
費
相
当
額
と
期
末

手
当
の
支
給
は
市
の
規
定
に
よ

る
）

　
申
し
込
み
は
７
月
２
日
（
金
）

ま
で
の
月
曜
〜
金
曜
日
（
祝
日
を

除
く
）
の
午
前
８
時
半
〜
午
後
５

時
（
正
午
〜
午
後
１
時
を
除
く
）

に
市
販
履
歴
書
（
写
真
添
付
）
を

直
接
児
童
青
少
年
課
（
市
役
所
２

階
）
へ
持
参
を
。
書
類
選
考
後
、

面
接
の
上
、
決
定
し
ま
す
。

　
※
提
出
さ
れ
た
履
歴
書
は
返
却

し
ま
せ
ん
。

　
詳
し
く
は
同
課
児
童
青
少
年
係

☎
４
７
０
・
７
７
３
５
へ
。

②
小
学
校
栄
養
士

　
【
任
用
期
間
】任
用
日
〜
４
年
３

月
３１
日

　
【
勤
務
時
間
】勤
務
校
給
食
実
施

日
の
午
前
１０
時
〜
午
後
１
時
４５
分

（
昼
休
憩
な
し
）

　
【
勤
務
場
所
】南
町
小
学
校

　
【
勤
務
内
容
】小
学
校
給
食
の
ア

レ
ル
ギ
ー
管
理
な
ど

　
【
応
募
資
格
】栄
養
士
免
許
を
有

す
る
者

《
①
・
②
共
通
事
項
》

　
【
報
酬
な
ど
】時
給
１
１
９
０
円

（
別
途
、
交
通
費
相
当
額
と
期
末

手
当
の
支
給
は
市
の
規
定
に
よ

る
）

　
申
し
込
み
は
履
歴
書
（
写
真
貼

付
）を
、学
務
課
保
健
給
食
係（
市

役
所
６
階
）
宛
て
に
郵
送
ま
た
は

直
接
持
参
を
。

　
※
提
出
さ
れ
た
履
歴
書
は
返
却

し
ま
せ
ん
。

　
詳
し
く
は
、
同
係
☎
４
７
０
・

７
７
７
９
へ
。

学
童
保
育
所
の 

育
休
代
替
職
員

（
会
計
年
度
任
用
職
員
専
門
職
）

　
【
任
用
期
間
】７
月
１
日
〜
１１
月

３０
日

　
【
勤
務
時
間
】月
曜
〜
土
曜
日

（
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）、
月

１
２
４
時
間
（
変
則
勤
務
有
り
）。

午
前
８
時
１５
分
〜
午
後
６
時
の
間

で
、
４
〜
７
時
間
の
シ
フ
ト
勤
務

　
【
勤
務
内
容
】学
童
保
育
所
に
お

け
る
児
童
の
育
成
支
援
な
ど

　
【
応
募
資
格
】保
育
士
、
社
会
福

祉
士
、
学
校
教
員
免
許
法
第
４
条

に
規
定
す
る
免
許
の
い
ず
れ
か
の

有
資
格
者
、
ま
た
は
放
課
後
児
童

支
援
員
認
定
資
格
研
修
を
修
了
し

た
者
も
し
く
は
受
講
資
格
を
持
つ

者
　
【
募
集
人
数
】１
人

　
【
報
酬
な
ど
】月
額
２０
万
２
９
０

０
円
（
別
途
、
交
通
費
相
当
額
と

期
末
手
当
の
支
給
は
市
の
規
定
に

よ
る
）

　
【
応
募
書
類
】①
市
販
履
歴
書

（
写
真
添
付
）
②
資
格
証
明
書
の

写
し
③
「
児
童
一
人
ひ
と
り
の
個

性
を
尊
重
し
た
育
成
支
援
」
に
つ

い
て
考
え
や
意
見
を
原
稿
用
紙
で

８
０
０
字
以
内
に
ま
と
め
た
小
論

文
　
申
し
込
み
は
６
月
２１
日
（
月
）

ま
で
の
月
曜
〜
金
曜
日
（
祝
日
を

除
く
）
の
午
前
８
時
半
〜
午
後
５

時
（
正
午
〜
午
後
１
時
を
除
く
）

に
、
応
募
書
類
を
直
接
児
童
青
少

年
課
（
市
役
所
２
階
）
へ
持
参
を
。

　
※
提
出
さ
れ
た
履
歴
書
は
返
却

し
ま
せ
ん
。

　
詳
し
く
は
同
課
児
童
青
少
年
係

☎
４
７
０
・
７
７
３
５
へ
。

　
一
緒
に
東
久
留
米
市
の
環
境
保

全
な
ど
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
け

る
市
民
・
事
業
者
の
皆
さ
ん
を
募

集
し
て
い
ま
す
。

　
【
任
期
】８
月
１
日
〜
５
年
７
月

３１
日

　
【
応
募
資
格
】市
内
在
住
・
在

勤
・
在
学
の
方

　
【
定
員
】３０
人

　
【
謝
金
】無
償

　
申
し
込
み
は
６
月
３０
日
（
水
）

ま
で
に
（
必
着
）、
任
意
の
用
紙

に
住
所
・
氏
名
（
ふ
り
が
な
）・

年
齢
・
性
別
・
電
話
番
号
・
電
子

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
お
持
ち
の
方

の
み
）・
応
募
の
動
機
（
簡
潔
に
）

を
記
入
の
上
、
次
の
い
ず
れ
か
の

方
法
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　
①
環
境
政
策
課（
市
役
所
５
階
）

へ
持
参
②
〒
２
０
３

−

８
５
５
５
、

市
役
所
環
境
政
策
課
宛
て
に
郵
送

③
電
子
メ
ー
ル
（kankyoseisa

ku@
city.higashikurum

e.lg.
jp

）ま
た
は
フ
ァ
ク
ス（
０
４
２・

４
７
０
・
７
８
０
９
）
で
送
信

◎
市
民
環
境
会
議
と
は

　
市
環
境
基
本
計
画
お
よ
び
緑
の

基
本
計
画
に
基
づ
い
て
、
よ
り
よ

い
環
境
を
目
指
し
、
市
民
・
事
業

者
の
皆
さ
ん
と
共
に
環
境
保
全
な

ど
に
関
す
る
取
り
組
み
を
行
う
組

織
で
す
。
主
な
活
動
は
、会
議（
毎

月
１
回
程
度
。
平
日
）、
環
境
保

全
啓
発
事
業
（
水
、
緑
、
生
き
も

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
切
り

替
え
る
こ
と
で
、
薬
代
の
自
己
負

担
額
の
軽
減
が
見
込
ま
れ
る
国
民

健
康
保
険
被
保
険
者
で
２０
歳
以
上

の
方
に
、「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬

品
使
用
促
進
の
お
知
ら
せ
」
を
送

付
し
ま
す
。
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬

品
へ
切
り
替
え
る
場
合
の
参
考
に

し
て
く
だ
さ
い
。

　
【
発
送
時
期
】６
月
（
２
月
処
方

分
）
以
降
１１
月
（
７
月
処
方
分
）

ま
で
の
各
月
、
花
粉
症
に
係
る
お

知
ら
せ
は
１
月
（
前
年
３
月
処
方

分
）。

　
【
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
と
は
】

一
般
的
に
低
価
格
で
あ
り
な
が
ら
、

新
薬
（
先
発
医
薬
品
）
と
治
療
学

的
に
同
等
で
あ
る
と
厚
生
労
働
省

に
認
め
ら
れ
て
い
る
後
発
医
薬
品

の
こ
と
で
す

　
【
ご
注
意
】▼
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医

薬
品
を
希
望
す
る
場
合
は
、
か
か

り
つ
け
の
医
師
や
薬
剤
師
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
▼
す
べ
て
の
薬
に

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
が
あ
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
▼
処
方
せ
ん

に
変
更
不
可
の
印
が
あ
る
薬
は
、

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
へ
変
更
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
関
す

る
お
知
ら
せ
に
つ
い
て
は
、
ジ
ェ

ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
通
知
サ
ポ
ー
ト

デ
ス
ク
☎
０
１
２
０
・
４
３
３
・

４
０
０
へ
問
い
合
わ
せ
を
。

　
詳
し
く
は
保
険
年
金
課
国
民
健

康
保
険
係
☎
４
７
０
・
７
７
３
３

へ
。

の
の
保
全
に
関
す
る
こ
と
。
脱
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
に
関
す
る
啓
発
）
や

参
加
型
環
境
学
習
会
の
開
催
（
農

業
体
験
や
自
然
観
察
会
）
な
ど
。

　
詳
し
く
は
同
課
☎
４
７
０
・
７

７
５
３
へ
。

　
多
摩
パ
ブ
リ
ッ
ク
法
律
事
務
所

は
「
市
民
の
法
的
か
け
込
み
寺
」

と
し
て
、
東
京
弁
護
士
会
の
支
援

の
も
と
設
立
さ
れ
た
都
市
型
公
設

事
務
所
で
す
。
こ
の
た
び
、
弁
護

士
に
よ
る
無
料
法
律
相
談
会
を
行

い
ま
す
。
金
銭
ト
ラ
ブ
ル
、
不
動

産
関
係
、
相
続
、
離
婚
、
成
年
後

見
、
事
業
者
向
け
法
務
、
労
働
問

題
、
刑
事
事
件
、
債
務
整
理
な
ど
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
【
日
時
】６
月
２６
日
（
土
）
午
前

１０
時
〜
午
後
４
時
（
１
枠
３０
分
）

　
【
会
場
】多
摩
パ
ブ
リ
ッ
ク
法
律

事
務
所
（
立
川
市
曙
町
二
丁
目
）

　
【
定
員
】先
着
３５
枠
（
事
前
予
約

制
、
一
組
当
た
り
２
人
以
内
、
初

め
て
の
方
限
定
）

　
申
し
込
み
と
詳
し
く
は
６
月
７

日
（
月
）
か
ら
電
話
で
同
事
務
所

☎
０
４
２
・
５
４
８
・
２
４
５
０

（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

午
前
１０
時
〜
午
後
５
時
）
へ
。

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
関
す
る

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
関
す
る

　
　
　
　
お
知
ら
せ
を
発
送
し
ま
す

　
　
　
　
お
知
ら
せ
を
発
送
し
ま
す

「
不
安
を
安
心
に
」無
料
法
律
相
談
会

「
不
安
を
安
心
に
」無
料
法
律
相
談
会

                              
                              

を
実
施
し
ま
す

を
実
施
し
ま
す

多
摩
パ
ブ
リ
ッ
ク
法
律
事
務
所

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付

が
予
約
制
に
な
り
ま
し
た

就
学
予
定
児
童
・
生
徒
の

就
学
予
定
児
童
・
生
徒
の

　
　
　
　
就
学
相
談
を
開
催
し
ま
す

　
　
　
　
就
学
相
談
を
開
催
し
ま
す

子
育
て
に
関
す
る
利
用
者
支
援

子
育
て
に
関
す
る
利
用
者
支
援

事
業
を
行
っ
て
い
ま
す

事
業
を
行
っ
て
い
ま
す

市
民
環
境
会
議
の
新
委
員
を

市
民
環
境
会
議
の
新
委
員
を

募
集
し
ま
す

募
集
し
ま
す


